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製
造
事
業
所
の
皆
さ
ん
へ

工
業
統
計
調
査
に
ご
協
力

く
だ
さ
い

　

平
成
21
年
工
業
統
計
調
査
を

12
月
31
日
現
在
で
行
い
ま
す
。

調
査
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
12

月
か
ら
来
年
１
月
に
か
け
て
調

査
員
が
伺
い
ま
す
。

　

調
査
票
に
記
入
し
て
い
た
だ
い

た
内
容
に
つ
い
て
は
、
統
計
法
に

基
づ
き
秘
密
が
厳
守
さ
れ
ま
す

の
で
、
正
確
な
記
入
を
お
願
い
し

ま
す
。

　

本
調
査
へ
の
ご
理
解
と
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

[

問]　

情
報
課
☎
63
・
１
２
９
４

「
日
本
年
金
機
構
」
が
来
年

１
月
か
ら
ス
タ
ー
ト
！

社
会
保
険
庁
が
廃
止
さ
れ
、
新

た
に
ス
タ
ー
ト
し
ま
す

　

国
民
の
み
な
さ
ん
の
信
頼
に
応

え
、
一
層
の
サ
ー
ビ
ス
向
上
の
実

現
を
目
指
し
、
社
会
保
険
庁
は

組
織
・
人
員
を
一
新
し
、
「
日

本
年
金
機
構
」
と
し
て
生
ま
れ

変
わ
り
ま
す
。

　

現
在
あ
る
お
近
く
の
社
会
保

険
事
務
所
は
、
新
た
に

「
年
金

事
務
所
」
と
名
称
が
変
わ
り
ま

す
が
、
年
金
相
談
な
ど
の
窓
口

と
し
て
引
き
続
き
ご
利
用
い
た
だ

け
ま
す
。

[

問]

熊
本
社
会
保
険
事
務
局

運
営
課
国
民
年
金
係

☎
096
・
211
・
０
７
６
３

社会保険庁

日本年金機構

厚生労働省

廃
止

公的年金の運営業務

公的年金の
財政責任 ・運営責任

平成 22 年 1 月 1 日

法
定
調
書
の
提
出
は

２
月
１
日
ま
で

　

給
料
、
報
酬
、
不
動
産
の
使

用
料
な
ど
を
支
払
っ
た
場
合
に

は
、
支
払
先
の
住
所
、
氏
名
、

支
払
金
額
な
ど
を
記
載
し
た
源

泉
徴
収
票
や
支
払
調
書
な
ど

（
総
称
し
て

「
法
定
調
書
」
と
い

い
ま
す
）
を
税
務
署
に
提
出
す

る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
法
定
調
書
は
、
利
子
、
配

当
な
ど
の
一
部
を
除
き
、
１
年

間
の
支
払
分
を
取
り
ま
と
め
て

提
出
す
る
も
の
で
、
平
成
21
年

度
中
の
支
払
に
係
る
法
定
調
書

の
提
出
は
、
平
成
22
年
２
月
１

日

（
月
）
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す

か
ら
、
記
載
誤
り
の
な
い
よ
う

正
確
に
記
載
し
、
期
限
ま
で
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
給
与
の
源
泉
徴
収
票
の

摘
要
欄
に
は
、
住
宅
借
入
金
等

特
別
控
除
に
関
す
る
居
住
開
始

年
月
日
を
記
載
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
法
定
調
書
の
提
出
に
つ

い
て
は
、
「
国
税
電
子
申
告
・
納

税
シ
ス
テ
ム

（
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
）」
を

利
用
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の

提
出
が
で
き
ま
す
。

　

法
定
調
書
を
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
を
利
用

し
て
提
出
す
る
た
め
の
手
続
き

な
ど
、
詳
細
に
つ
い
て
は
、
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、

最
寄
り
の
税
務
署

（
資
料
情
報

担
当
）
に
お
気
軽
に
お
尋
ね
く

だ
さ
い
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジh

ttp
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w
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[

問]

玉
名
税
務
署

☎
72
・
２
１
２
５(

自
動
音
声
案
内)

青
色
申
告
の
お
勧
め

　

所
得
税
の
申
告
の
中
に

「
青
色

申
告
」
と
い
う
制
度
が
あ
る
の

を
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。

　

こ
れ
は
事
業
所
得
や
不
動
産

所
得
ま
た
は
山
林
所
得
の
あ
る

人
が
一
定
の
帳
簿
に
毎
日
の
取

引
を
記
録
し
、
そ
の
記
録
に
基

づ
い
て
申
告
す
れ
ば
、
所
得
や

税
額
の
面
で
い
ろ
い
ろ
有
利
な
取

り
扱
い
が
受
け
ら
れ
る
と
い
う
制

度
で
す
。

　

節
税
に
つ
な
が
る
こ
と
は
も
ち

ろ
ん
、
帳
簿
を
つ
け
る
こ
と
に
よ

り
、
経
営
の
合
理
化
に
も
大
変

役
立
ち
ま
す
。

　

ま
だ
こ
の
制
度
を
利
用
し
て
い

な
い
人
に
は
ぜ
ひ
お
勧
め
し
ま
す
。

　

開
始
の
手
続
は
、
青
色
申
告
を

始
め
よ
う
と
す
る
年
の
３
月
15

日
ま
で

（そ
の
年
の
１
月
16
日
以

後
新
た
に
開
業
し
た
人
は
、
開

業
の
日
か
ら
２
カ
月
以
内
）
に

「
青
色
申
告
承
認
申
請
書
」
を

所
管
の
税
務
署
へ
提
出
し
て
い
た

だ
く
だ
け
で
結
構
で
す
。

　

詳
し
く
は
最
寄
り
の
税
務
署
に

お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

[

問]

玉
名
税
務
署

☎
72
・
２
１
２
５(

自
動
音
声
案
内)
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くらしの情報

10 月末現在　荒尾市の人口（前月比）

　　世帯数…23,624 世帯 （▲ 6）

　　人　 口…56,642 人 （▲ 47）

　　　　　男…26,631 人 （▲ 27）

　　　　　女…30,011 人 （▲ 20）

［有
料
広
告
］

当日の朝、 調理をした煮物中心のお弁当

健康食・高齢者やわらか食・おまかせ食

糖尿病食（５段階）・腎臓病食

１人分から
 毎日配達

大牟田市大字歴木 1137-1
電話  0�44-52-1555
ＦＡＸ  0�44-52-1557

有限
会社

昼食・夕食は同じ価格 （税込み）

１日のカロリー ご飯あり
（１食分）

ご飯なし
（１食分） １日のカロリー ご飯あり

（１食分）
ご飯なし
（１食分）

1200 Ｋカロリー \725 \651 やわらか食 \756 \672

1400 Ｋカロリー \735 \651 腎 臓 食 \7�� \704

1600 Ｋカロリー \756 \672 健 康 食 \735 \651

1�00 Ｋカロリー \767 \6�3
おまかせ \600 \520

2000 Ｋカロリー \777 \6�3０１２０－１１２２６２

フリーダイヤル

障
が
い
者
定
期
相
談
会

（12
月
）

　

身
体
・
知
的
・
精
神
な
ど
に
障

が
い
の
あ
る
人
や
、
そ
の
家
族
が

抱
え
る
さ
ま
ざ
ま
な
悩
み
、
困
り

ご
と
に
つ
い
て
の
相
談
に
応
じ
、
必

要
な
情
報
の
提
供
お
よ
び
助
言
、

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
支
援
、

就
労
支
援
な
ど
を
行
い
ま
す
。

　

生
活
の
中
で
、
困
っ
て
い
る
こ
と

や
心
配
な
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
ら
、

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
秘

密
は
厳
守
し
ま
す
。

●
日
時　

12
月
16
日

（水
）

午
前
９
時
30
分
～
11
時
30
分

●
場
所　

南
関
町
交
流
セ
ン
タ
ー

［
問
］
福
祉
課
☎
63
・
１
４
０
６

健
康
・
保
健

・
子
育
て

産
婦
・
乳
幼
児
の
家
庭

訪
問
を
実
施
し
ま
す

　

市
で
は
、
母
子
保
健
推
進
員

さ
ん
が
出
産
後
に
安
心
し
て
育

児
が
で
き
る
よ
う
に
、
ご
家
庭

を
訪
問
し
て
お
母
さ
ん
や
赤
ち

ゃ
ん
の
様
子
を
伺
っ
て
い
ま
す
。

　

11
月
か
ら
は
、
こ
の
他
に
も
保

健
セ
ン
タ
ー
か
ら
子
育
て
経
験

者
が
市
の
母
子
保
健
事
業
な
ど

の
ご
案
内
の
た
め
に
家
庭
訪
問
を

実
施
し
ま
す
。
産
後
の
お
母
さ

ん
の
相
談
に
応
じ
、
保
健
師
や

助
産
師
と
連
携
を
と
り
な
が
ら

育
児
支
援
を
行
い
ま
す
。
事
前

に
日
程
の
予
約
を
お
電
話
し
訪

問
し
ま
す
。

[

問]

保
健
セ
ン
タ
ー

☎
63
・
１
１
３
３

交
通
事
故
無
料
相
談

　

専
門
の
相
談
員
が
親
身
に
な
っ

て
ご
相
談
に
応
じ
ま
す
。
電
話

で
の
相
談
も
お
受
け
し
ま
す
。

●
相
談
日　

月
～
金
曜

（
祝
日

を
除
く
）、
午
前
９
時
～
正
午
、

午
後
１
時
～
５
時

※
来
訪
さ
れ
る
場
合
は
事
前
に

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

●
弁
護
士
相
談
日　

毎
月
第

２
・
４
水
曜
、
午
後
１
時
～
４
時

（予
約
制
・
相
談
無
料
・
要
面
談
）

●
場
所　

熊
本
自
動
車
保
険
請

求
相
談
セ
ン
タ
ー

（
熊
本
市
辛

島
町
）

[

問]

（
社
）
日
本
損
害
保
険
協

会　

熊
本
自
動
車
保
険
請
求
相

談
セ
ン
タ
ー

☎
096
・
324
・
８
７
４
０

ご
存
じ
で
す
か
！
自
動
車

事
故
被
害
者
援
護
制
度

▽
交
通
遺
児
等
育
成
資
金

　

独
立
行
政
法
人
自
動
車
事
故

対
策
機
構
で
は
、
保
護
者
が
自

動
車
事
故
で
死
亡
、
ま
た
は
重

度
の
後
遺
障
害

（
自
賠
法
３
級

以
上
）
と
な
っ
た
被
害
者
の
家
庭

少年指導センター
ヤングテレホンあらお

☎ 66-2214
★青少年・保護者・市民の皆さんの

悩み相談にアドバイスや支援をします★

 ●相談時間

    月～金曜 （祝日を除く）
    午前 9 時～午後 5 時まで
 ●秘密は守ります。

    気軽にご相談ください。

の
遺
児
な
ど
の
健
全
な
育
成
を

図
る
た
め
、
育
成
資
金
の
無
利

子
貸
し
付
け
を
行
っ
て
い
ま
す
。

▽
重
度
後
遺
障
害
者
へ
の
介
護
料

支
給

　

自
動
車
事
故
に
よ
り
、
脳
・

脊
髄
ま
た
は
胸
腹
部
臓
器
に
損

傷
を
受
け
、
常
時
ま
た
は
随
時

の
介
護
を
必
要
と
す
る
後
遺
症

会
社
を
抱
え
る
家
族
の
精
神
的
・

肉
体
的
な
ら
び
に
経
済
的
負
担

の
軽
減
を
図
る
た
め
、
介
護
料

を
支
給
し
て
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

[

問]

独
立
行
政
法
人
自
動
車

事
故
対
策
機
構
熊
本
支
所

☎
096
・
322
・
５
２
２
９


